[bookmark: _eisept1r2q1n]弁済期限変更契約書

債権者●●（以下「甲」という。）と、債務者●●（以下「乙」という。）とは、甲乙間で既に成立している金銭消費貸借その他の金銭債務に関し、弁済期限の変更について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _hz0l9g5097qv]第1条（原契約の特定）
甲及び乙は、両者間において、●●年●月●日付で締結された金銭消費貸借契約（以下「原契約」という。）に基づき、乙が甲に対して負担する金●●円の債務（以下「本債務」という。）が存在することを相互に確認する。

[bookmark: _o7onyixw16ld]第2条（弁済期限の変更）
甲は、乙からの申出を受け、本債務の弁済期限を、原契約に定める期限から、●●年●月●日まで変更することに同意する。
2　前項に定める期限までに、乙は本債務の全額を、甲指定の方法により弁済するものとする。

[bookmark: _ms0tz3crhv4j]第3条（その他の契約条件の存続）
本契約に定める弁済期限の変更を除き、原契約に定めるその他一切の条項は、内容を変更することなく、引き続き有効に存続するものとする。

[bookmark: _gfc5vzhk4h3f]第4条（期限の利益の喪失）
乙が、本契約又は原契約のいずれかに違反した場合には、甲からの通知又は催告を要することなく、乙は直ちに本債務につき期限の利益を失い、残債務の全額を直ちに弁済しなければならない。

[bookmark: _sa0xhejj05i1]第5条（遅延損害金）
乙が、本契約に基づく弁済期限を経過してもなお本債務を完済しない場合には、乙は、完済に至るまで、原契約に定める利率又は法定利率のいずれか高い割合による遅延損害金を支払うものとする。

[bookmark: _jg4rreww44y5]第6条（協議事項）
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。

[bookmark: _446r7hfx1obm]第7条（準拠法及び管轄）
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約又は本債務に関して生じる一切の紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲
住所：
氏名（名称）：
印

乙
住所：
氏名（名称）：
印

